常用漢字以外とは？
[image: ]『令』：戸籍上　　のように下部を「マ」と書く字体が正しい方がいらっしゃいます。
このように通常パソコンやスマートフォンで表示できない字体で資格合格認定証のお名前印字をご希望の場合は、ご連絡が必要です。
資格合格認定証に印字する漢字を「マ」とされたい場合は「マ」、「令」の場合は「令」と判別できるようご希望をお書きください。

「瀬」「瀨」、「吉」「𠮷」（横画の長短）、しんにょう（１点・２点）の再発行も多くなっております。
再発行には再発行手数料が必要となりますので、資格合格認定証に印字する漢字（字体）をご確認ください。

認定教育機関でご登録されたお名前の字体と資格合格認定証に印字する字体が違う場合は、必ずご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご登録の字体で作成いたします。

＜例＞認定教育機関でのご登録が「吉田花子」、資格合格認定証印字希望が「𠮷田花子」の場合、ご連絡がない際は、ご登録の「吉田花子」で資格合格認定証を作成します。「𠮷」で印字をご希望の場合は、「𠮷」とご記載ください。

※本申請は、ご登録名「吉田花子」を「𠮷田華子」や「HANAKO」のような別名への変
　更はできません。ご登録名の修正は「個人情報　開示・修正・削除依頼書」をご提出く
ださい。
※文字ソフトに該当文字がない場合は対応ができない旨、ご了承ください。

■ご連絡方法
＜WEB試験で受験の方＞
「資格合格認定証　印字申請書」をご提出ください

＜検定用紙試験で受験の方＞
問題用紙と同送しております「検定試験について」の下部「印字文字」を解答用紙と一緒にご提出ください
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